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紀伊半島移住プロモーション事業業務委託 

に係る企画提案募集要領 
 

１ 事業目的 

同一の半島地域である奈良県・三重県・和歌山県が協働し、紀伊半島を１つの

エリアとして、移住プロモーションを実施することにより、情報発信力を高め、

首都圏等から紀伊半島への関係人口の創出や移住・定住の促進をより一層促進さ

せる。 

平成２７年度から２９年度の３年間で紀伊半島への移住に向けた認知度向上のた

めのプロモーション事業（別紙「紀伊半島移住プロモーション事業イメージ」参照）

を実施し、首都圏での認知度を高めるなど一定の成果を得ることができた。 

３０年度からは、魅力的な情報発信から紀伊半島を深く知ってもらい関わっても

らう人を増やすフェーズに移行し、取組を展開してきたが、継続して取り組むこと

としている。 

 

２ 委託業務名 

     紀伊半島移住プロモーション事業業務委託 

 

３ 委託業務概要 

（１）業務内容 

事業目的を達成するため、以下の内容を基本としたプロモーション事業を行う。 

① 都市部並びに各県域において、効果的なイベント等を実施する。（例えば、セミ

ナー、ワークショップ、相談会、トライアルステイ、インターンシップ、ワーキ

ングホリデー、現地体験ツアーなど。） 

② SNS を中心としたメディアによる効果的な情報発信を行う。 

③ 今後の取組につなげるため、参加者アンケートの実施や分析のほか、各取組にか

かる効果検証等を行う。 

 

（２）提案内容について 

紀伊半島地域への関係人口の創出、移住を促進するため以下の点についてそれぞ

れ提案すること。 

① 事業全体の考え方と全体スケジュール、実施スキーム（地域との関わり含む）、期

待される効果 

② イベント等の内容、実施方法及び集客方法（ターゲットの考え方、実施場所、実

施時期を含む。） 

③ 情報発信の実施方法（媒体の具体名、発信内容、実施時期、回数を含む。） 

④ 今後につなげる効果検証の考え方と方法 

 

（３）提案における留意点 

    提案内容については、以下の点に留意すること。 

   ○ これまで紀伊半島移住プロモーション事業や三県が実施してきた移住施策とは
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異なる新たな切り口での提案を期待する。 

  ○ 具体的かつ実行可能な提案をすること。 

○ 事業実施に際しては、三県と情報共有及び協議すること。 

○ 事業全体の効果測定及び業務報告は委託業務期間内に行うこと。 

 

（４）委託上限金額 

     金１３，３２３，０００円 

（消費税及び地方消費税を含む。なお、税率は 10%で記載ください。） 

 

（５）委託期間 

     契約締結の日から令和２年３月１３日（金）まで 

 

４ 委託事業者の要件 

     次の要件を満たす事業者に業務を委託する。 

（１）本要領に定める企画内容を満たす事業の実施が可能な事業者であること。 

（２）業務執行体制が万全であり、期日を遵守し履行可能な能力を有する事業者である

こと。 

（３）ターゲット層の地方移住に対しての理解を踏まえ、これらのことを分かりやすく

情報発信し、紀伊半島地域への関係人口の創出や移住につなげることができる事

業者であること。 

   

５ 委託事業者選定方法 

     当該業務委託に係る企画提案事業者を募集し、提出された企画提案を実行委員会 

が設置する「紀伊半島移住プロモーション事業」業務委託選定審査委員会（以下「審

査委員会」という。）において審査し、上記４委託事業者の要件（１）～（３）に

適合し、最も優れた企画提案を行ったと判断された事業者を選定する。 

 

６ 提案者の資格要件等 

    単独又は共同提案によるものとする。 

（１）提案者の資格 

  ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いない者であること。 

  ② 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条第１項又は第２項の規定によ

る会社 更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者で

あること。 

  ③ 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２

条よる廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による

和議開始の申立てをしていない者であること。 

  ④ 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申

立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

   ⑤  三重県、奈良県、和歌山県にかかる入札参加資格停止又は落札資格停止の期間中

でないこと。 
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   ⑥ 民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、委託事業

を確かに遂行するに足りる能力を有するものであること。ただし、宗教活動や政

治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体

でないこと。 

   ⑦ 国税及び地方税について滞納がない者であること。 

  ⑧ 本プロポーザル及びその後の委託契約に、不正又は不誠実な行為がないことを誓

約できる者であること。 

   ⑨ 審査委員会の委員でないこと。 

 

（２）共同提案者の提案資格等 

     複数の事業者による共同提案を行う場合には、次の事項に留意すること。  

   ① 必ず幹事者を決め、全提案者の代表者名を記載し、それぞれの代表者印を押印す

ること。その際、幹事者の印は契約時に使用するものと同一とすること。  

     また、業務の履行方式に応じた「特定委託業務共同企業体協定書」（様式１－２

－１若しくは１－２－２）を提出すること。 

  ※「分担履行型」（様式１－２－１）… １つの業務について、さらに複数の細業務

に分かれる場合、各構成員がそれぞれ分担する

業務を、責任を持って履行する方式 

   「共同履行型」（様式１－２－２）… １つの業務について、あらかじめ定めた出

資割合に応じて、各構成員が資金、人員、機械

等を拠出して共同履行する方式 

 

   ② 複数のＪＶに所属することはできない。また、ＪＶに所属しながら自らが単独で

提案を行うことは認められない。  

   ③ 幹事者及び共同提案者については、前項①～⑨に該当することが必要である。 

   ④ 幹事者及び共同提案者を変更することはできない。 

   ※ 「参加意向申出書」の提出後に参加意向申出書の記載事項に変更が生じた場合に

は、参加意向申出書受付期間内に「参加意向申出書記載事項変更届出書」（様

式１－３） を添えて、改めて「参加意向申出書」を提出すること。 

 

（３）失格事項 

    応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ①  提案者の資格要件等を満たさないとき。 

   ②  複数の提案書等を提出したとき。 

   ③  提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、

その補正に応じないとき。 

   ④ 提出書類に虚偽または不正があったとき。    

   ⑤ 提案書等の受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

   ⑥ そのほか不正な行為があったとき。 

 

７ 手続き等に関する事項 

（１）担当課 
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    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

    三重県 地域連携部 地域支援課内 

    「紀伊半島移住プロモーション事業」実行委員会事務局 

    ＴＥＬ：059-224-2420 ・ ＦＡＸ：059-224-2219 

     電子メールアドレス：chiiki@pref.mie.lg.jp 

 

（２）参加意向申出書等の提出  

     本件業務に係る企画提案書等の提出を希望する者は、「参加意向申出書」（単独

提案：様式１－１、共同提案：様式１－２、様式１－２別紙）と「会社概要及び類

似事業受注実績」（様式２）を事務局（三重県地域連携部地域支援課内）に持参、

電子メール又はファクシミリのいずれかの方法で提出すること。 

    「参加意向申出書」を提出しない者は、これ以降の企画提案を行うことができない。 

 【受付期間】 

 ◎ 持参の場合 

    令和元年６月６日(木)～令和元年６月１４日(金)午前９時～午後５時まで 

◎ 電子メール、ファクシミリの場合 

令和元年６月１４日(金)午後５時までの到着分を有効とする。なお、送信後、必

ず事務局まで電話連絡を行う等、到着を確認すること。 

 

（３）質問の受付・回答 

    募集要領等に関する質問は、次のとおり取り扱う。 

   【受付期間】 令和元年６月６日(木)～令和元年６月１４日(金)午後５時まで 

   【受付方法】 「質問票」（様式３）に必要事項を記載の上、事務局に電子メール又

はファクシミリで送付すること。なお、電話、来訪等口頭による質

問は一切受け付けない。電子メールによる質問の場合は、件名の最

初に『「紀伊半島移住プロモーション事業」企画提案に関する質問』

と明記すること。また、電子メール又はファクシミリによる場合は、

送信後、事務局に着信確認の電話をすること。 

   【回答方法】 回答は三重県のホームページに掲載する。 

【回答期限】令和元年６月１９日(水)午後５時まで 

 

（４）企画提案書の提出 

    上記（２）のとおり「参加意向申出書」等を提出した企画提案を行う事業者は、

下記の企画提案書等を作成のうえ提出すること。 

   【企画提案書等及び部数】  

①  企画提案書（様式４） １５部（正本 1 部・副本（写し）14 部） 

      ・添付資料は、Ａ４版で、両面長辺綴じとする。文字サイズはおおむね１２ポ

イント以上とし、３０ページ以内とする。また、可能な限り具体的に記載

すること。 

     ・参加事業者１者につき１提案とすること。  

       ・提案する企画に係る費用の総額は、「３（４）委託上限金額」を超えないも

のとすること。 
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       ・一度提出された「企画提案書」は、これを書き換え、差し替え、追加又は撤

回することはできない。 

    ② 見積書  １５部（正本 1 部・副本（写し）14 部） 

        ・記載様式は特に定めないが、費用の内訳を可能な限り詳細に記載すること。 

     ・消費税及び地方消費税（10％）について、円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てた額をもって契約金額とする。 

    ③ 提案事業者の概要書  １５部 

     ・提案事業者の組織概要（名称、所在地、設立年月日、資本金、従業員数等）、

組織体制（主な事業所を含む）、沿革等を簡潔に記載したもの。 

   ④ 業務実施体制（様式５）  １５部 

    ⑤ 契約実績証明書  １５部 

     ・過去３年間に今回の委託金額と同規模程度（又は同規模以上）の契約実績に

ついて分かる資料を提出すること。 

   【企画提案書受付期間】 

  ◎ 持参の場合 

       令和元年６月２４日(月)～令和元年６月２６日（水)午前９時～午後５時まで。 

  ◎ 郵送の場合 

       簡易書留等の確実な方法によるものとし、令和元年６月２６日（水）午後５時

までの到着分を有効とする。なお、発送後については、必ず担当課まで電話連絡

を行う等、書類到着を確認すること。いかなる理由であっても、期限を過ぎた場

合は受け付けない。 

 

   【提出先】  

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

    三重県 地域連携部 地域支援課内 

    「紀伊半島移住プロモーション事業」実行委員会事務局 

    ＴＥＬ：059-224-2420 ・ ＦＡＸ：059-224-2219 

     電子メールアドレス：chiiki@pref.mie.lg.jp 

 

８ 企画プロポーザル審査の実施・方法等 

（１） 実施日時・場所 

 ① 日時：令和元年７月２２日（月）午後１時３０分から 

     ※企画プロポーザル参加事業者数の状況により時間を変更することがある。 

 ② 場所：一般財団法人大阪教育会館たかつガーデン（予定） 

      大阪市天王寺区東高津町７－１１ 電話：06-6768-3911 

 

 

（２） 実施方法 

 ① 提出のあった企画提案書についてプレゼンテーション審査を行うが、応募多数の

場合は、プレゼンテーションに先立ち書類選考を行う場合がある。 

 ② 企画プロポーザル参加事業者は、予め提出された企画提案書に基づいてプレゼン

テーションを行う。プレゼンテーションの時間については、１者当たり４０分（説



6 

 

明２０分、質疑２０分）以内とする。 

 ③ プレゼンテーションの順番については、原則として企画提案書の受付順とする。 

 

９ 審査、事業者の決定 

（１）企画提案書等の審査 

 ① 審査は、「紀伊半島移住プロモーション事業」実行委員会が設置する選定審査委  

員会において実施し、最も高い得点を獲得した者を事業者として選定する。 

②プレゼンテーション審査は、上記「８ 企画プロポーザル審査の実施・方法等」の 

（１）のとおり、令和元年７月２２日（月）に実施するが、方法及び時間等の詳細に

ついては後日企画プロポーザル参加事業者に連絡する。 

 

（２）企画提案書を選定するための評価基準 

  評価項目、判断基準については、次のとおりとする。 

 ①目的の合致 

   事業目的を理解し、委託業務の目的に合致したものとなっているか。 

 ②訴求性 

   提案内容が仕様書記載の業務内容に沿ったものでありかつ効果的なものとなって

いるか。 

   本要領で定めるメインターゲットに配慮した計画となっているか。 

 ③計画性 

   実施内容、費用、全体的スケジュールにおいて、具体的で実現可能なものとなっ

ているか。  

 ④実効性 

   イベント等への集客方法やスケジュールが具体的かつ効果的であるか。  

 ⑤実施体制 

   事務局との連絡体制、社内体制及び業務に関係する社外組織との連携体制は充分

なものとなっているか。 

   関係法令を遵守したものとなっているか。 

   同種の業務実績があるか。 

 

（３）審査結果の通知 

    審査結果については、審査終了後速やかに書面により企画プロポーザル参加者に

通知する。なお、審査結果（決定事業者名及び提案事業者の採点結果）は公表する。

また、審査の結果に対する異議申し立ては一切受け付けない。 

 

10 事業者との契約 

  選定された事業者は、通知があり次第、下記書類を提出するとともに、「紀伊半島

移住プロモーション」事業実行委員会事務局と打合せを行い、委託業務契約書を締結

した後、速やかに業務の準備に着手すること。 

 ① 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明

書  １部 

 ② 都道府県税に係る徴収金について未納がない旨の証明書  １部 
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11 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

  契約締結者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措 

置要綱」第 3 条又は第 4 条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に

基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものする。  

 

12 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

   受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等に 

よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

（１）断固として不当介入を拒否すること。 

（２）警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

（３）担当課に報告すること。 

（４）契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当

介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれ

がある場合は、担当課と協議を行うこと。 

 

13 その他留意事項 

（１）提出書類の取扱い 

 ① プロポーザル参加者が提出した書類に含まれる著作物の著作権はプロポーザル参

加者に帰属する。 

 ② 提出書類は、本業務委託事業者の選定以外にプロポーザル参加者に無断で使用し

ないものとする。ただし、委託事業者として選定されたプロポーザル参加者の提出

書類については、委託事業者選定後、一定期間、ホームページでの公表等に使用す

ることがある。 

 ③ 提出する書類は、委託事業者の選定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複

製を作成することがある。 

 ④ 提出された書類は返却しない。 

（２） 企画プロポーザル参加事業者が本企画プロポーザルに要した費用については、全

て企画プロポーザル参加事業者が負担するものとする。 

（３） 本企画プロポーザルの実施は、委託事業者の特定を目的とするものであり、契約

後においては、「紀伊半島移住プロモーション」事業実行委員会と協議を重ねなが

ら計画策定を行うことになるので、提出書類の内容をそのまま実施することを約束

するものではない。 

（４）契約方法に関する事項  

① 契約条項は、事務局である三重県地域連携部において示します。  

② 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の額とします。ただし、会社更生

法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申し立てをし

ている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをさ

れている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三

重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199

条 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174 条 1 項の再生計画の認可が決定さ
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れるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金

の額は、契約金額の１００分の３０以上とします。  

また、三重県会計規則（平成 18 年 6 月 16 日三重県規則第 69 号、以下「規則」

という。）第７５条第４項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除

します。ただし、規則第７５条第４項第１号、第２号又は第４号に該当するとき

を除き、更生（再生）手続中の者については、契約保証金を免除しません。  

なお、契約保証金の免除を判断するため、過去３年の間に当該契約と規模をほぼ

同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書をご提出

いただく場合があります。  

③ 契約書は２通作成し、双方各１通を保有します。なお、契約金額の表示は、消費

税等を内書きで記載するものとします。  

④ 契約は、事務局である三重県地域連携部において行います。 

（５）「参加意向申出書」を提出した後に辞退する場合は、速やかに上記担当課まで連

絡をするとともに、書面にて辞退の届け出を行うこと。 

（６）選定結果として、企画提案書等を提出した者の名称や審査結果概要等の情報公開

を行うことを了知すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


